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表紙*電子提供措置用*

証券コード：3891

｢清流 仁淀川｣

第94回 定時株主総会

招 集 ご 通 知
インターネットまたは書面（郵送）による議決権行使期限

2024年6月19日（水曜日）
午後4時30分まで

開催日時

2024年 6 月20日 (木曜日)
午前10時
　
開催場所
高知県土佐市高岡町乙3451-1
土佐市複合文化施設　つなーで
※例年と会場が異なっておりますので、末尾の会場の
ご案内をご参照のうえ、お間違えのないようご注意く
ださい。

決議事項
第1号議案 　剰余金処分の件
第2号議案 　取締役6名選任の件
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狭義招集

株 主 各 位 証券コード：3891
2 0 2 4 年 5 月 2 9 日

高 知 県 高 知 市 春 野 町 弘 岡 上 6 4 8 番 地

代 表 取 締 役 社 長 　 近 森  俊 二
　

当社ウェブサイト https://www.kodoshi.co.jp/

株主総会資料　掲載ウェブサイト
https://d.sokai.jp/3891/teiji/

第94回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第94回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）
について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載してお
りますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し
あげます。

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「株主・投資家情報」「株主総会関
連」「定時株主総会招集ご通知」を順に選択いただき、ご確認ください。）
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狭義招集

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

1 日　時 2024年6月20日（木曜日）午前10時

2 場　所 高知県土佐市高岡町乙3451-1
土佐市複合文化施設　つなーで
※例年と会場が異なっておりますので、末尾の会場のご案内をご参照のうえ、お間違
えのないようご注意ください。

　また、電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサ
イトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ニッポン高度紙工
業」または「コード」に当社証券コード「3891」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書
類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄より
ご確認ください。）
　なお、当日のご出席に代えて、インターネットまたは書面（郵送）により議決権を行使する
ことができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権行使についての
ご案内に従い、2024年6月19日（水曜日）午後4時30分までに議決権を行使してくださいます
ようお願い申しあげます。

敬　具

記
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狭義招集

3 目的事項

報告事項 １. 第94期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類な
らびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２. 第94期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件

決議事項 第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 取締役6名選任の件

● 当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
● 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにその旨、修正前の事項および修正後

の事項を掲載させていただきます。
● 電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令および当社定款第13条第2項の規定に基づき、書面交付請求を

いただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。
①連結計算書類の連結注記表
②計算書類の個別注記表

従って、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面は、監査役が監査報告書を、会計監査人が会計監査報告
書をそれぞれ作成するに際して監査した連結計算書類または計算書類の一部であります。

以　上
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議決権行使についてのご案内

株主総会に
出席する場合

株 主 総 会 開 催 日 時

議決権行使書用紙をご持参いただき、会場
受付にてご提出ください。

2024年6月20日（木曜日）
午前10時

　

インターネットで
議決権を行使する場合

行 使 期 限

次ページのご案内に従って、議案に対する
賛否をご入力ください。

2024年6月19日（水曜日）
午後4時30分入力完了分まで

　

議決権行使書を
郵送する場合

行 使 期 限

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご
記入いただき、ご返送ください。

2024年6月19日（水曜日）
午後4時30分までに到着

　

議 決 権 行 使 書
株主番号

御中
　○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

1. ○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○

3.

4.

○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○

2.

お　願　い
議決権行使個数 個

○年○月○日

株式会社○○○○

株式会社○○○○

○○○○○○○
○○○○○○○
○○○○○○○
○○○○○○○
○○○○○○○
○○○○○○○
株式会社○○○○

 
こちらに議案の
賛否をご記入ください

※議案につき賛否の記載がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取扱いいたします。

● 賛成の場合   ［賛］の欄に〇印
● 否認の場合   ［否］の欄に〇印

第 ① 号議案

● 全員賛成の場合   ［賛］の欄に〇印
● 全員否認の場合   ［否］の欄に〇印
● 一部候補者の      ［賛］
　 否認の場合

の欄に〇印をし、
否認する候補者の
番号をご記入くだ
さい。

第 ② 号議案

議決権行使についてのご案内
下記のいずれかの方法にて議決権の行使をお願い申しあげます。

スマートフォンで
招集ご通知の主要なコンテンツを
ご覧いただけます。

https://p.sokai.jp/3891/
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議決権行使についてのご案内

インターネットによる議決権行使のご案内

ログインQRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使
ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は1回のみ。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1
議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本
見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」をクリック

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「議決権行使コード」
を入力

「次へ」をクリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

「パスワード」
を入力

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行　証券代行部　インターネットヘルプダイヤル
 0120-768-524

（受付時間　年末年始を除く　９：00～21：00）
インターネットおよび書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な
議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に
おこなわれたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
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剰余金処分議案

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

❶ ❷ ❸
配当財産の種類

配当財産の割当てに関する事項
およびその総額

剰余金の配当が
効力を生ずる日

金銭

当社普通株式1株につき
金25円
配当総額

265,808,600円
2024年6月21日

議案および参考事項

　当社は、株主のみなさまへの適切な利益還元を重要な政策と位置づけるとともに、お客さまへの安定供
給体制を確保し、積極的な研究開発および生産設備投資のための内部留保の充実をはかることを基本方針
といたしております。
　上記方針および当事業年度の業績等を勘案しつつ、普通配当を安定的に維持するべく、剰余金の処分に
つきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

　期末配当につきましては、以下のとおり1株につき25円といたしたいと存じます。これにより、中間配
当金25円を加えた年間配当金は、1株につき50円となります。
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取締役選任議案

第2号議案 取締役6名選任の件

候補者
番　号

ふり
氏

 

　
 

　
 

　
 

　
 

　
がな
名

（生 年 月 日）
略歴、当社における地位および担当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当社の
株 式 の 数

１ 再任

や ま

山
 

　
お か

岡
 

　
と し

俊
 

　
の り

則
(1953年8月3日生)

　

    1991年    10月 当社入社
    2002年    8 月 NIPPON KODOSHI KOGYO(MALAYSIA)SDN. BHD. 

DIRECTOR
    2005年    4 月 当社管理本部長
    2005年    6 月 当社取締役

当社執行役員
    2009年    6 月 当社常務執行役員
    2012年    3 月 当社営業本部長
    2015年    6 月 当社代表取締役社長

当社社長執行役員
2021年    6 月 当社取締役会長（現任）

90,936株

取締役候補者とした理由
　山岡俊則氏は、代表取締役社長を6年にわたり務めたのち、現在取締役会長として当社および当社グループの企業価
値向上に尽力しております。今後も、同氏の豊富な経験と高い知見により、当社グループ全体のさらなる成長と企業
価値向上に貢献することが期待できるものと判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

　現任の取締役６名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となるため、社外取締役2名を含む取締役
6名の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

7
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取締役選任議案

候補者
番　号

ふり
氏

 

　
 

　
 

　
 

　
 

　
がな
名

（生 年 月 日）
略歴、当社における地位および担当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当社の
株 式 の 数

２ 再任

ち か

近
 

　
も り

森
 

　
しゅん

俊
 

　
じ

二
(1957年5月1日生)

　

    1981年    3 月 当社入社
    2013年    6 月 当社管理本部長

当社執行役員
    2015年    6 月 当社取締役

当社コンプライアンス担当執行役員
    2015年    8 月 NIPPON KODOSHI KOGYO(MALAYSIA)SDN. BHD. 

DIRECTOR（現任）
    2017年    6 月 当社常務執行役員
    2019年    6 月 当社営業本部長
    2020年    6 月 当社専務執行役員

当社管理部門統括
    2021年    6 月 当社代表取締役社長（現任）

当社社長執行役員（現任）
    2023年    4 月 NKKソリューションズ株式会社

代表取締役社長（現任）

18,584株

（重要な兼職の状況）
NKKソリューションズ株式会社　代表取締役社長
NIPPON KODOSHI KOGYO（MALAYSIA）SDN.BHD. DIRECTOR

取締役候補者とした理由
　近森俊二氏は、現在当社の代表取締役社長として当社グループを統括しており、今後のさらなる発展に向けた経営
戦略の策定・推進役として強力なリーダーシップを発揮できる人材と判断し、引き続き取締役として選任をお願いす
るものであります。
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取締役選任議案

候補者
番　号

ふり
氏

 

　
 

　
 

　
 

　
 

　
がな
名

（生 年 月 日）
略歴、当社における地位および担当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当社の
株 式 の 数

３ 再任

や

矢
た

田
べ

部
 

　
た つ

達
 

　
し

志
(1972年7月17日生)

　

    1996年    4 月 当社入社
    2020年    3 月 当社営業本部営業部長
    2020年    6 月 当社取締役（現任）

当社執行役員（現任）
当社営業部門統括（現任）

    2020年    7 月 NIPPON KODOSHI KOGYO(MALAYSIA)SDN. BHD. 
DIRECTOR（現任）

2021年    6 月 当社コンプライアンス担当執行役員

4,241株

（重要な兼職の状況）
NIPPON KODOSHI KOGYO（MALAYSIA）SDN.BHD. DIRECTOR

取締役候補者とした理由
　矢田部達志氏は、入社以来営業業務に携わり、現在は同部門等の統括者としてリーダーシップを発揮しておりま
す。今後も高い見識と能力を当社の経営に活かすことにより、当社のさらなる企業価値向上に寄与できる人材と判断
し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

４ 再任

た か

高
 

　
は し

橋
 

　
ひ さ

寿
 

　
は る

明
(1964年2月18日生)

　

    1986年    3 月 当社入社
    2017年    3 月 当社管理本部管理部長
    2021年    6 月 当社取締役（現任）

当社執行役員（現任）
当社管理部門統括（現任）

    2022年    6 月 当社コンプライアンス担当執行役員（現任）
    2023年    4 月 NKKソリューションズ株式会社　取締役（現任）

5,020株

（重要な兼職の状況）
NKKソリューションズ株式会社　取締役

取締役候補者とした理由
　高橋寿明氏は、入社以来製品事業や管理業務に携わり、現在は管理部門の統括者としてリーダーシップを発揮して
おります。今後も高い見識と能力を当社の経営に活かすことにより、当社のさらなる企業価値向上に寄与できる人材
と判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
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取締役選任議案

候補者
番　号

ふり
氏

 

　
 

　
 

　
 

　
 

　
がな
名

（生 年 月 日）
略歴、当社における地位および担当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当社の
株 式 の 数

５ 再任 社外

い わ

岩
 

　
き

城
 

　
た か

孝
 

　
あ き

章
(1952年11月30日生)

　

    1978年    8 月 高知県庁入庁
    2009年    4 月 同庁産業振興推進部長
    2012年    1 月 高知県副知事

2021年    6 月 当社取締役（現任）
　　　　　　　  高知空港ビル株式会社

代表取締役社長（現任）
2021年11月 株式会社技研製作所

社外取締役（現任）

－株

（重要な兼職の状況）
　高知空港ビル株式会社　代表取締役社長
　株式会社技研製作所　社外取締役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
　岩城孝章氏は、長年にわたる行政機関における経験から豊富な知見を有しており、客観性かつ透明性をもって当社
の業務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであり
ます。

６ 再任 社外

お か

岡
 

　
ざ き

崎
 

　
 

　
 

　
あきら

明
(1954年12月29日生)

　

    1977年    4 月 四国電力株式会社入社
    2011年    6 月 同社執行役員経理部長
    2018年    6 月 株式会社四電工専務取締役

2021年    6 月 当社取締役（現任）
－株

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
　岡崎明氏は、経理・財務および会社経営に関する豊富な知見を有しており、客観性かつ透明性をもって当社の業務
執行に対する監督、助言等をいただくことを期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。

(注) 1. 岩城孝章、岡崎明の両氏は、社外取締役候補者であります。
2. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
3. 当社は、会社法第427条第１項の規定にもとづき、山岡俊則、岩城孝章および岡崎明の３氏との間に同法第423条第1項の損害賠償責任を限定

する契約を締結しております。当該契約にもとづく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、3氏
の再任が承認された場合は、3氏との当該契約を継続する予定であります。

4. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項の規定にもとづく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者が
業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害を当該保険契約によって填補することとしております（ただし、保険契約上で定められ
た免責事由に該当するものを除く）。なお、当該保険契約の保険料は全額当社が負担しております。各候補者が取締役に選任され就任した場合
は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

5. 岩城孝章、岡崎明の両氏は、東京証券取引所の定めにもとづく独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出ております。
6. 岩城孝章、岡崎明の両氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって3年となります。
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スキルマトリクス

経営 技術 営業 財務 ICT 法務 ESG SCM 人財

山岡　俊則
取締役会長

○ 〇 〇 〇 〇 〇

近森　俊二
代表取締役社長

〇 ○ ○ ○ ○ ○

矢田部　達志
取締役

○ ○ ○ ○ ○ ○

高橋　寿明
取締役

○ ○ ○ ○ ○ ○

岩城　孝章
社外取締役

○ ○ ○ ○

岡崎　　明
社外取締役

○ ○ ○ ○ ○

取締役候補者の専門性と経験（スキルマトリクス）
　取締役候補者に期待する主な専門性と経験は、次のとおりであります。

以　上

11
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事業の経過およびその成果、設備投資および資金調達の状況、重要な組織再編等の状況、主要な借入先

1 当社グループの現況に関する事項
(1) 事業の経過およびその成果

① 全般の状況
当連結会計年度におけるわが国経済は、インバウンド需要や個人消費の回復、企業の生産活動の進展など経済

活動の正常化が進み、景気は緩やかな回復基調で推移しました。
一方で、大幅な為替変動や資源価格の高騰によるインフレの長期化に加え、中国経済の停滞、ウクライナおよ

び中東情勢などの地政学リスクへの警戒感が高まり、先行き不透明な状況が続いております。
当社グループの関連市場であるエレクトロニクス業界におきましては、コロナ禍での在庫確保の反動による在

庫調整の長期化や中国経済停滞などにより半導体・電子部品全般の需要は鈍化し、民生機器や産業機器関連の需
要低迷が長引いております。一方、自動車の生産回復による関連部品の需要継続、生成AI関連の需要拡大が見込
まれております。
このような状況の中、アルミ電解コンデンサ用セパレータは、車載向けは安定して推移したものの、産業機器

および民生機器向け等が軟調に推移し、当連結会計年度の売上高は11,525百万円（前連結会計年度比1,923百
万円、14.3％減）となりました。
機能材は、市場全体の回復が総じて鈍く、リチウムイオン電池用セパレータ等が減少したことから、当連結会

計年度の売上高は3,302百万円（前連結会計年度比834百万円、20.2％減）となりました。
この結果、当社グループの当連結会計年度の売上高は14,828百万円（前連結会計年度比2,758百万円、

15.7％減）となりました。
利益面におきましては、売上高減少に伴う稼働率の低下や原材料価格等の高止まりによる原価率上昇の影響が

あり、営業利益は1,719百万円（前連結会計年度比1,608百万円、48.3％減）、経常利益は2,021百万円（前連
結会計年度比1,511百万円、42.8％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は1,479百万円（前連結会計年度比
989百万円、40.1％減）となりました。
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事業の経過およびその成果、設備投資および資金調達の状況、重要な組織再編等の状況、主要な借入先

区　分
売上高実績 前連結会計年度比

金額（百万円） 構成比（％） 増減金額（百万円） 増減率（％）

セパレータ事業

（アルミ電解コンデンサ用
　セパレータ）

(11,525) (77.7) (△1,923) (△14.3)

（機能材） (3,302) (22.3) (△834) (△20.2)

合　計 14,828 100.0 △2,758 △15.7

② 当連結会計年度における事業セグメントの状況

(2) 設備投資および資金調達の状況
　当連結会計年度の設備投資として、主にセパレータ事業における米子工場製造ライン増設工事関連
等をおこないました。これらによる設備投資の額は4,249百万円であり、設備資金、長期運転資金と
して4,300百万円を借入により調達しました。

(3) 重要な組織再編等の状況
　当社は、2023年4月3日付で会社分割によりNKKソリューションズ株式会社を設立し、連結子会社
としております。

借入先 借入金残高

株 式 会 社 四 国 銀 行 2,765 百万円

株 式 会 社 伊 予 銀 行 1,740 百万円

株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 1,501 百万円

(4) 主要な借入先 （2024年3月31日現在）

13
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対処すべき課題

(5) 対処すべき課題
当社グループの関連市場であるエレクトロニクス業界におきましては、コロナ禍での在庫確保

の反動による在庫調整の長期化や中国経済停滞などにより半導体・電子部品全般の需要は鈍化
し、民生機器や産業機器関連の需要低迷が長引いております。一方、自動車の生産回復による関
連部品の需要継続、生成AIの急速な活用拡大を背景とした関連需要の拡大が見込まれておりま
す。
このような状況において、主力のアルミ電解コンデンサ用セパレータは、生成AI関連投資等に

よる通信設備関連分野や、車載分野での需要拡大、当期長期化した在庫調整も終息の兆しがみら
れることで全般的な需要の回復を見込んでおります。
機能材では、当期需要の調整局面が継続したリチウムイオン電池用セパレータ等についても回

復の兆しがみられることから、需要拡大をはかってまいります。
安定供給体制のさらなる強化のため、高知県内生産拠点との同時被災リスクの低い米子工場で

進めている生産設備増設投資は翌年度の稼働開始に向けて計画どおり進んでおり、車載用途など
高付加価値セパレータを中心とした生産体制を早期に構築するべく取り組んでまいります。
今後も、高品質・高信頼性製品を安定供給できる当社の強みを活かした拡販や、生産効率向上

によるコスト低減に継続して取り組むとともに、顧客・市場ニーズに応えるための研究開発投資
等を進めてまいります。
また、当社グループは3ヵ年中期事業計画（2024年度～2026年度）を策定しました。「高機

能セパレータ、高機能素材の安定供給を通じて、持続可能な社会の実現に貢献する」という長期
ビジョンのもと、中期事業計画の目標達成に向けて取り組んでまいります。
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直前3事業年度の財産および損益の状況

区　　　分 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
(当連結会計年度)

売 上 高 (百万円) 15,918 18,074 17,586 14,828

経 常 損 益 (百万円) 2,796 4,232 3,532 2,021
親会社株主に帰属する当期純損益 (百万円) 2,006 2,918 2,468 1,479
1 株 当 た り 当 期 純 損 益 (円) 186.50 271.26 229.20 138.96
総 資 産 (百万円) 25,025 26,163 30,629 33,975
純 資 産 (百万円) 16,600 19,331 21,572 22,367
1 株 当 た り 純 資 産 額 (円) 1,543.30 1,796.35 2,002.65 2,103.68
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2021年度
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1 株当たり純資産額（単位：円）

(6) 直前3事業年度の財産および損益の状況

(注) 2023年度（当連結会計年度）については、前記（1）事業の経過およびその成果に記載のとおりであります。
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主要な事業内容、主要な営業所および工場

事業区分 主要製品

セ パ レ ー タ 事 業

＜アルミ電解コンデンサ用セパレータ＞
アルミ電解コンデンサ・導電性高分子固体コンデンサ用セパレータ

＜機能材＞
リチウムイオン電池・電気二重層キャパシタ・アルカリ乾電池用セパレータ

(7) 主要な事業内容 （2024年3月31日現在）

　当社グループは、主としてセパレータに関する製品の開発・製造・販売をおこなっております。また、
セパレータ事業の単一セグメントであり、セグメントごとの記載をしておりません。
　当社グループが提供する主な製品は以下のとおりであります。

(8) 主要な営業所および工場 （2024年3月31日現在）

① 当社
本社　高知県高知市春野町弘岡上648番地
工場　本社工場　高知県高知市

安芸工場　高知県安芸市
米子工場　鳥取県米子市

② 子会社
NKKソリューションズ株式会社　（高知県南国市）
NIPPON KODOSHI KOGYO （MALAYSIA） SDN. BHD.　（マレーシア）
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使用人の状況、重要な子会社の状況、その他当社グループの現況に関する重要な事項

使用人数 前連結会計年度末比増減

485名 6名増

(9) 使用人の状況 （2024年3月31日現在）

(注) 使用人数は就業員数であり、臨時従業員12名は含んでおりません。

会社名 資本金 当社の出資比率 主要な事業内容

NKKソリューションズ株式会社 10 百万円 100.0  ％ セパレータ裁断加工

NIPPON KODOSHI KOGYO
（MALAYSIA）SDN.BHD.  9,649 千リンギット 100.0  ％ セパレータ裁断加工

(10) 重要な子会社の状況

(11) その他当社グループの現況に関する重要な事項
　該当する事項はありません。
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当社の株式に関する事項、当社の新株予約権等に関する事項

2 当社の株式に関する事項 （2024年3月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 28,000,000株
(2) 発行済株式の総数 10,632,344株 （自己株式172,238株を除く。）

(3) 当事業年度末の株主数 8,655名
(4) 上位10名の株主

順位 株主名 持株数 持株比率
1 東 京 産 業 洋 紙 株 式 会 社 1,000 千株 9.41 ％

2 日 本 紙 パ ル プ 商 事 株 式 会 社 518 4.87

3 株 式 会 社 四 国 銀 行 506 4.76

4
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行
（三井住友信託銀行再信託分・王子マネジメントオフ
ィ ス 株 式 会 社 退 職 給 付 信 託 口 ）

493 4.64

5 株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （ 信 託 口 ） 424 3.99

6
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行
（ 三 井 住 友 信 託 銀 行 再 信 託 分 ・
王 子 製 紙 株 式 会 社 退 職 給 付 信 託 口 ）

422 3.97

7 関 株 式 会 社 390 3.67

8 Ｔ Ｍ Ｙ 株 式 会 社 370 3.49

9 岩 崎 泰 次 218 2.06

10 本 州 電 材 株 式 会 社 196 1.85

株　式　数 交付対象者数

取締役（社外取締役を除く） 9,460株 ４名

(注)当社の株式報酬の内容につきましては、「４ （4）取締役および監査役の報酬等の額」に記載しております。

(注) 1. 4位の｢株式会社日本カストディ銀行(三井住友信託銀行再信託分･王子マネジメントオフィス株式会社退職給付信託口)｣および6位の｢株
式会社日本カストディ銀行(三井住友信託銀行再信託分･王子製紙株式会社退職給付信託口)｣にかかる議決権の行使等の権利は、それぞれ
委託者である王子マネジメントオフィス株式会社および王子製紙株式会社に留保されております。

2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況
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当社の株式に関する事項、当社の新株予約権等に関する事項

(6) その他株式に関する重要な事項
　当社は、2023年4月27日開催の取締役会の決議に基づき、2023年7月31日付で149,000株の自己株式
を消却いたしました。

3 当社の新株予約権等に関する事項
該当する事項はありません。
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4 当社役員に関する事項
(1) 取締役および監査役の状況 （2024年3月末現在）

地　位 氏　名 担　当 重　要　な　兼　職　の　状　況

取 締 役 会 長 山　岡　俊　則

代表取締役社長 近　森　俊　二 社長執行役員 N K K ソ リ ュ ー シ ョ ン ズ 株 式 会 社 　 代 表 取 締 役 社 長
NIPPON KODOSHI KOGYO (MALAYSIA) SDN. BHD. DIRECTOR

取 締 役 矢田部　達　志 執 行 役 員
営 業 部 門 統 括 NIPPON KODOSHI KOGYO (MALAYSIA) SDN. BHD. DIRECTOR

取 締 役 高　橋　寿　明
執 行 役 員
管理部門統括
ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ担当執行役員

N K K ソ リ ュ ー シ ョ ン ズ 株 式 会 社 　 取 締 役

取 締 役 岩　城　孝　章 高 知 空 港 ビ ル 株 式 会 社 　 代 表 取 締 役 社 長
株 式 会 社 技 研 製 作 所 　 社 外 取 締 役

取 締 役 岡 崎 　 明

監査役（常勤） 鍋　島　宣　彦 N K K ソ リ ュ ー シ ョ ン ズ 株 式 会 社 　 監 査 役

監 査 役 斉　藤　　　章

監 査 役 中 橋 紅 美

監 査 役 北 岡 　 弘

(注) 1. 取締役 岩城孝章、岡崎明の両氏は、社外取締役であります。
2. 監査役 斉藤章、中橋紅美、北岡弘の3氏は、社外監査役であります。
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地　位 氏　名 選　任　理　由

監査役（常勤） 鍋 島 宣 彦
直接会社経営に関与された経験はありませんが、監査室での長年にわたる職
務経験により培われた知識・経験を有しており、また海外への出向経験もあ
ることから、その豊富な経験と知識を当社の監査に反映できる人材と判断
し、選任しております。

監 査 役 斉 藤 　 章
直接会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士、税理士として
専門的知識を有しており、行政機関における監査経験などを当社の監査に反
映できる人材と判断し、選任しております。

監 査 役 中 橋 紅 美
直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士として専門的知識と
企業法務等の幅広い経験などを当社の監査に反映できる人材と判断し、選任
しております。

監 査 役 北 岡 　 弘
直接会社経営に関与された経験はありませんが、過去の職務経験により、高
い法令遵守の精神および中立性を有しており、社外監査役としての職務を適
切に遂行できる人材と判断し、選任しております。

3. 監査役の選任理由

4. 独立役員
取締役 岩城孝章、岡崎明、監査役 斉藤章、中橋紅美、北岡弘の5氏は、当社との間に特別な利害関係がないことから独立性が高く、一般株主
との利益相反が生じるおそれがないものと判断して独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出ております。

5. 当社は、執行役員制度を導入しております。

(2) 責任限定契約の内容の概要
　当社は、各取締役（業務執行取締役等であるものを除く）および各監査役との間に、会社法第427条第1項の
規定にもとづき、同法第423条第1項の損害賠償責任について、同法第425条第1項に定める額を限度とする旨の
契約を締結しております。
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区　分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数
（名）基本報酬 短期

インセンティブ報酬
長期

インセンティブ報酬
取 締 役 152 101 32 19 ６

（うち社外取締役） (7) (7) (－) (－) (２)
監 査 役 16 16 － － ６

（うち社外監査役） (6) (6) (－) (－) (５)
合 計 169 117 32 19 12

（うち社外役員） (13) (13) (－) (－) (７)

(3) 役員等賠償責任保険契約に関する事項
　当社は、取締役および監査役を被保険者とした会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を
保険会社との間で締結しており、当該契約の保険料は全額当社が負担しております。
　当該契約の内容の概要は、以下のとおりであります。
・会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訴費用および損害賠償金

等を填補の対象としております。
・被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に起

因する損害等については、填補の対象外としております。

(4) 取締役および監査役の報酬等の額

　(注) 1.長期インセンティブ報酬は非金銭報酬で、その内容は当社の株式であり割当ての際の条件等は、「（5） 役員報酬等の内容の決定に関する
　　　　方針等」のとおりであります。
　　　　また、当事業年度における交付状況は「２ 当社の株式に関する事項  （5）当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株
　　　　式の状況」に記載しております。
　　　2.取締役の金銭報酬の額は、2021年6月16日開催の第91回定時株主総会において年額250百万円以内（うち社外取締役分は年額30百万円
　　　　以内）と決議しております。また、金銭報酬とは別枠で、同株主総会において、取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付
　　　　与のために支給する金銭報酬債権の総額として年額50百万円以内、これにより発行または処分される当社株式の総数を年50,000株以内と決
　　　　議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、6名（うち社外取締役は2名）です。

　3.監査役の金銭報酬の額は、2021年6月16日開催の第91回定時株主総会において年額30百万円以内と決議しております。当該株主総会終結
　　時点の監査役の員数は、4名です。
　4.取締役会は、代表取締役社長近森俊二に対し、各取締役の基本報酬の額および社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた賞
　　与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価をおこな
　　うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に報酬諮問機関がその妥
　　当性等について確認しております。
　5.当事業年度末現在の当社役員の数は、取締役6名（うち社外取締役2名）、監査役4名（うち社外監査役3名）であります。
　6.上表には、2023年6月21日開催の第93回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役2名（うち社外監査役2名）を含んでおります。
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当社役員に関する事項

(5) 役員報酬等の内容の決定に関する方針等
　当社は、取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役
会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について、独立した社外取締役、外部顧問および管理部門統括者
らで構成される報酬諮問機関の検討を経て、答申を受けております。
　また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決
定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判
断しております。

　取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
　取締役の報酬等は、金銭報酬としての基本報酬、短期インセンティブ報酬および株式報酬としての長期イン
センティブ報酬の３つの制度で構成する。
a.基本報酬に関する方針
　　基本報酬は、役位または役割にもとづく固定額に業務執行分の報酬等を加算して決定する。基本報酬の改

定は、役位または役割が変更する場合を基本に、業容の変化や報酬水準の情勢等を勘案し、決定する。
b.短期インセンティブ報酬に関する方針
　　短期インセンティブ報酬は、役位別の標準額をベースに、年度業績（連結営業利益、売上高成長率等）、

職務執行の状況および貢献度等の定性的評価を考慮して決定し支給する。
c.長期インセンティブ報酬に関する方針
　　長期インセンティブ報酬は、譲渡制限付株式（リストリクテッド・ストック）を付与するものとし、付与

数は役位に応じて決定する。
d.報酬等の割合および条件に関する方針
　　取締役（社外取締役を除く）の報酬等の構成比率は、概ね変動報酬比率（短期、長期インセンティブ報

酬）が25%以上とし、役位に応じてその割合を設定する。また長期インセンティブ報酬の比率は中長期的な
観点からの経営目標、課題への取り組みを重視し、10%以上となる構成とする。

e.報酬等の決定の委任に関する事項
　　取締役の各報酬の種類別支給総額および個人別支給額は、株主総会で決議された報酬等の総額の範囲内

で、報酬諮問機関の検討を経て、取締役会が代表取締役社長に対し、各取締役の基本報酬の額および各取締
役（社外取締役を除く）の担当部門の業績等を踏まえた短期インセンティブ報酬の評価配分の決定を委任し
ております。

　　委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価をおこなうには代表
取締役社長が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に報
酬諮問機関がその妥当性について確認しております。
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区　分 氏　名 活　動　状　況

取 締 役 岩 城 孝 章
当事業年度中に開催した取締役会12回のうち11回に出席し、自身の
職務経験にもとづく知見から審議に必要な発言を適宜おこないまし
た。

取 締 役 岡 崎 　 明 当事業年度中に開催した取締役会12回すべてに出席し、自身の職務
経験にもとづく知見から審議に必要な発言を適宜おこないました。

監 査 役 斉 藤 　 章
当事業年度中に開催した取締役会12回すべておよび監査役会15回す
べてに出席し、主に公認会計士としての専門的見地から審議に必要
な発言を適宜おこないました。

監 査 役 中 橋 紅 美
2023年6月21日就任後の当事業年度中に開催した取締役会10回す
べておよび監査役会12回すべてに出席し、主に弁護士としての専門
的見地から審議に必要な発言を適宜おこないました。

監 査 役 北 岡 　 弘
2023年6月21日就任後の当事業年度中に開催した取締役会10回す
べておよび監査役会12回すべてに出席し、自身の職務経験にもとづ
く知見から審議に必要な発言を適宜おこないました。

(6) 社外役員に関する事項
① 重要な兼職の状況および当社との関係
　重要な兼職の状況につきましては、「(１)取締役および監査役の状況」に記載のとおりであり　　
ます。なお、当社と各兼職先との間には、特別な関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況

(7) その他当社役員に関する重要な事項
該当する事項はありません。
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5 会計監査人に関する事項

報酬等の額

当事業年度にかかる会計監査人の報酬等の額 29百万円

当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産
上の利益の合計額 29百万円

(1) 当社の会計監査人の名称
有限責任監査法人トーマツ

(2) 当社の当事業年度にかかる会計監査人の報酬等の額

（注）1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法にもとづく監査と金融商品取引法にもとづく監査の監査報酬等の額は区分してお
りませんので、上記の金額にはこれらの合計額を記載しております。

2. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必
要な検証をおこなったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。

3. 当社の子会社のうち、NIPPON KODOSHI KOGYO（MALAYSIA）SDN.BHD.はDeloitteの監査を受けております。

(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　会計監査人が会社法および公認会計士法等の関係法令に違反あるいは抵触等した場合もしくは公序良俗に
反する行為があったと判断した場合または監査役会が定める評価基準を満たしていないと判断された場合に
おいて、監査役会はその違反行為等の事実にもとづき当該会計監査人の解任または不再任の検討をおこな
い、解任または不再任が妥当と判断した場合には、監査役会規定に則り、会計監査人の解任または不再任を
株主総会の付議議案とします。
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6 当社の体制および方針
取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業　
務の適正を確保するための体制
1. 取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
（1）コンプライアンス体制に関する統括責任者としてコンプライアンス担当執行役員を選任し、

コンプライアンス関連諸規定および教育研修制度を整備し、同体制の強化に取り組んでおり
ます。

（2）各部門から独立した組織である監査室は、職務の執行が法令および定款等に準拠し適正・妥
当かつ合理的におこなわれているかを検証するため、年度計画にもとづく内部監査を実施し
監査結果を経営トップに報告しております。

（3）部門間の内部けん制を働かせるため、各担当部門は、稟議制度の運用、社内規定の整備、人
事管理、社内情報システム構築、情報開示および予算・実績管理等をおこなっております。

（4）公益通報者保護法に対応する社内規定を制定し、使用人等が、コンプライアンス上疑義があ
る行為等を認知した場合に相談および通報できる内部通報窓口を社内外に設置しておりま
す。

2. 取締役の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する体制
　関係法令等および社内規定にもとづき、取締役の職務執行にかかる情報の保存および管理を
適切におこない、常時閲覧できるようにしております。
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株主総会

取締役会
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当社の体制および方針

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（1）コンプライアンス担当執行役員は、当社グループのリスク管理およびコンプライアンスに関

する体制の整備に取り組み、各主管部門と連携しながら、環境、品質および災害等にかかる
リスクについて、リスクの特定、発生の未然防止およびリスク発生時における影響の軽減等
をはかるよう推進しております。

（2）当社は、地域特性として大地震等の大規模災害が発生するリスクを抱えていることから、
「従業員の安全確保」および「お客様への供給責任を果たし、信用・信頼を維持すること」
をBCP基本理念とし、南海トラフ地震の被害想定を前提に、米子工場での生産体制等も含
め、ハード面の整備にとどまらず、計画の実効性・実用性について評価・改善に取り組んで
おります。

4. 取締役の職務の執行が効率的におこなわれることを確保するための体制
（1）毎月取締役会を開催し、経営に関する重要事項の決議や各事業の進捗状況を審議確認してお

ります。また、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保するため、執行役員制度を導入し
ており、取締役会において選任された執行役員が、取締役会および代表取締役の統括のも
と、自己の分掌範囲について職務を遂行する体制の整備をはかっております。

（2）執行役員が、その職務執行にあたり、対処すべき課題および取り組むべき方向性等について
意思統一をおこなう場として、経営会議を毎月、また必要に応じて適宜開催しており、機動
的な対応が可能な体制をとっております。

（3）中期事業計画については、経営会議において関連部門との連携のもと策定しており、単年度
の経営計画については、代表取締役社長の次期経営方針にもとづき各部門が新たな部門方針
を策定し、速やかに全社に周知するとともに、期初に開く経営計画発表会等を通じ当社グル
ープでの共有化をはかっております。
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当社の体制および方針

5. 当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
（1）当社「行動規範」の精神をグループ単位で共有し、実践できる体制づくりに取り組んでおり

ます。
（2）当社は、子会社の取締役から職務執行状況について報告を受ける等、子会社の職務執行を監

視・監督しております。
（3）社内規定にもとづき、子会社は重要な投資案件等について、事前に当社の承認を受けるまた

は報告することとしております。
（4）監査室は、子会社における業務の適正性に関し、内部監査を実施しております。
（5）子会社は、当社との連携・情報共有を保ちつつ、自社の規模、事業の性質、機関の設計等会

社の個性および特質を踏まえた内部統制システムを、自主的に整備することとしておりま
す。

6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関
する事項および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項ならびに監査役の当該使
用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
（1）当社の事業形態および規模等から判断し、監査役の職務を補助する使用人は置いておりませ

んが、今後事業拡大等によりその必要性が生じた場合には、監査役の意向も踏まえ、合理的
な範囲で配置することとしており、当該使用人が監査役の指揮命令に従うものである旨を周
知徹底しております。

（2）当該使用人の任命および異動等人事権にかかる事項の決定については、監査役の意向を反映
させるよう配慮し、取締役からの独立性を確保しております。
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当社の体制および方針

7. 当社および子会社の取締役、使用人が当社の監査役に報告するための体制その他監査役
への報告に関する体制ならびにその他監査役の監査が実効的におこなわれることを確保
するための体制
（1）監査役が必要に応じて取締役または使用人から職務執行の状況について報告を受けることが

できる体制を整備するとともに、監査が実効的におこなわれることを確保するため、関連部
門が監査役の業務を補助しております。

（2）子会社の取締役、使用人からの報告については、必要に応じて監査役へ報告する体制として
おります。

（3）内部通報の内容については、監査役にも報告する体制をとっております。

8. 監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを
確保するための体制
　当社は、監査役へ報告をおこなった当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由と
して不利益な取扱いをおこなわないことを当社グループの役職員に周知徹底しております。

9. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは債務の処理にかかる方針に関す
る事項
　監査役がその職務の執行について、必要な費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該
請求にかかる費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速
やかに当該費用または債務を処理することとしております。

10. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方および体制
　市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力には組織として毅然と対応し、これらの団体
と関係のある企業とは一切取引をおこないません。また、反社会的勢力から不当な要求を受けた場
合には、関係機関および地域協議会等と緊密な連携をとり、法的な対応も含め、適切な対処をおこ
なうよう取り組んでおります。
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当社の体制および方針

(注) 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。ただし、比率の表示については四捨五入をおこなっております。

　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要につきましては、次のとお
りです。
（1）取締役会を12回開催し、経営に関する重要事項の決議や各事業の進捗状況を審議しました。

また、執行役員で構成する経営会議を19回開催し、当社の対処すべき課題や進むべき方向性
等について討議しました。

（2）取締役、執行役員および各事業部門責任者で構成する月次報告会等を毎月定例で開催し、月
間の活動状況および問題点ならびにその対応等の報告等をおこない、情報の共有化をはかり
ました。

（3）個人および組織のコンプライアンス意識の向上をはかるため、全従業員を対象としたコンプ
ライアンス研修を実施しました。更に、取締役・監査役、管理監督者を対象としたコンプラ
イアンス研修をおこない、周知徹底をはかりました。

（4）「企業倫理ヘルプラインに関する規定」にもとづき内部通報制度を運用し、運用状況を定期
的に取締役会に報告しました。

（5）常勤の監査役は、取締役会、経営会議等の会議に出席し、重要事項の決議状況や業務の執行
状況の把握に取り組みました。

　剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、顧客への安定供給体制の確保とエレクトロニクス産業の技術革新に対応して積極的な研究
開発と生産設備投資のため内部留保の充実をはかるとともに、株主への利益還元を重視し、普通配当
を安定的に維持することを原則としつつ、業績と設備投資の動向を勘案し増配または特別配当等によ
り利益配分をおこなうことを基本方針としております。
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連結貸借対照表

科　目 当連結会計年度
(2024年3月31日現在)

(ご参考)
前連結会計年度
(2023年3月31日現在)

資産の部

流動資産 18,173,320 17,503,221

現金及び預金 4,306,671 4,224,035

売掛金 4,868,093 4,251,568

商品及び製品 2,330,608 2,876,620

仕掛品 3,006 3,936

原材料及び貯蔵品 6,011,558 5,293,310

その他 653,381 853,749

固定資産 15,802,301 13,126,384

有形固定資産 14,748,032 11,907,358

建物及び構築物 3,253,086 3,506,215

機械装置及び運搬具 2,786,007 3,229,446

土地 2,179,699 2,063,108

建設仮勘定 6,207,093 2,766,410

その他 322,145 342,175

無形固定資産 78,595 91,609

投資その他の資産 975,673 1,127,416

投資有価証券 301,191 268,827

繰延税金資産 536,512 715,693

その他 158,969 163,894

貸倒引当金 △21,000 △21,000

資産合計 33,975,622 30,629,605
　

科　目 当連結会計年度
(2024年3月31日現在)

（ご参考）
前連結会計年度
(2023年3月31日現在)

負債の部

流動負債 5,537,546 4,523,056
支払手形及び買掛金 481,499 439,109
１年内返済予定長期借入金 2,244,900 1,655,120
未払金 632,704 782,730
未払法人税等 35,680 391,717
設備関係未払金 1,470,718 608,429
その他 672,043 645,948
固定負債 6,071,012 4,534,259
長期借入金 5,948,603 4,095,162
繰延税金負債 37,920 34,355
退職給付に係る負債 69,288 389,542
その他 15,200 15,200
負債合計 11,608,559 9,057,316
純資産の部
株主資本 22,131,208 21,575,498
資本金 2,241,749 2,241,749
資本剰余金 3,942,031 3,967,649
利益剰余金 16,183,895 15,520,225
自己株式 △236,468 △154,126
その他の包括利益累計額 235,854 △3,209
その他有価証券評価差額金 53,975 32,111
為替換算調整勘定 62,197 33,936
退職給付に係る調整累計額 119,681 △69,257

純資産合計 22,367,062 21,572,288

負債純資産合計 33,975,622 30,629,605
　

連結貸借対照表
（単位：千円）
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連結損益計算書

科　目 （ 2023年4月 1 日から
2024年3月31日まで ）
当連結会計年度

　
（ 2022年4月 1 日から

2023年3月31日まで ）
（ご参考）前連結会計年度

　
売上高 14,828,225 17,586,806
売上原価 11,176,536 12,055,221
売上総利益 3,651,688 5,531,585

販売費及び一般管理費 1,932,459 2,204,334
営業利益 1,719,229 3,327,251

営業外収益
受取利息 18,354 9,018
受取配当金 7,372 7,395
為替差益 256,762 237,649
助成金収入 53,362 5,369
受取保険金及び配当金 1,015 75
その他 28,774 365,642 18,214 277,724

営業外費用
支払利息 13,067 5,517
固定資産除却損 46,169 66,256
その他 4,331 63,568 340 72,114
経常利益 2,021,304 3,532,860
税金等調整前当期純利益 2,021,304 3,532,860
法人税、住民税及び事業税 452,697 976,793
法人税等調整額 89,357 542,055 87,686 1,064,479
当期純利益 1,479,248 2,468,380
親会社株主に帰属する当期純利益 1,479,248 2,468,380

連結損益計算書
（単位：千円）
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連結株主資本等変動計算書

連結株主資本等変動計算書（2023年4月1日から2024年3月31日まで）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 2,241,749 3,967,649 15,520,225 △154,126 21,575,498
当期変動額
剰余金の配当 △642,824 △642,824
親会社株主に帰属する
当期純利益 1,479,248 1,479,248

自己株式の取得 △299,907 △299,907
自己株式の処分 6,205 12,988 19,194
自己株式の消却 △31,823 △172,753 204,577 －
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － △25,617 663,670 △82,342 555,710
当期末残高 2,241,749 3,942,031 16,183,895 △236,468 22,131,208

その他の包括利益累計額
純資産
合　計そ の 他

有 価 証 券
評 価 差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

退 職 給 付
に 係 る
調 整 累 計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当期首残高 32,111 33,936 △69,257 △3,209 21,572,288
当期変動額
剰余金の配当 △642,824
親会社株主に帰属する
当期純利益 1,479,248

自己株式の取得 △299,907
自己株式の処分 19,194
自己株式の消却 －
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 21,863 28,260 188,939 239,063 239,063

当期変動額合計 21,863 28,260 188,939 239,063 794,774
当期末残高 53,975 62,197 119,681 235,854 22,367,062

（単位：千円）
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貸借対照表

科　目 当事業年度
(2024年3月31日現在)

(ご参考)
前事業年度

(2023年3月31日現在)
資産の部
流動資産 17,400,170 16,936,751
現金及び預金 3,543,278 3,690,145
売掛金 4,868,093 4,251,568
商品及び製品 2,330,608 2,876,620
仕掛品 3,006 3,936
原材料及び貯蔵品 5,996,202 5,293,310
前払費用 48,557 54,398
その他 610,423 766,772
固定資産 15,448,553 12,812,434
有形固定資産 13,541,135 11,310,304
建物 2,189,501 2,581,991
構築物 617,965 742,466
機械及び装置 2,063,488 2,816,401
車両運搬具 28,875 24,604
工具器具備品 175,389 214,035
土地 2,179,699 2,063,108
建設仮勘定 6,184,929 2,766,410
その他 101,286 101,286
無形固定資産 78,595 91,609
ソフトウェア 77,901 88,950
ソフトウェア仮勘定 － 784
その他 694 1,874
投資その他の資産 1,828,821 1,410,520
投資有価証券 301,191 268,827
関係会社株式 852,356 313,754
繰延税金資産 569,314 697,708
その他 126,959 151,229
貸倒引当金 △21,000 △21,000
資産合計 32,848,723 29,749,186
　

科　目 当事業年度
(2024年3月31日現在)

(ご参考)
前事業年度

(2023年3月31日現在)
負債の部
流動負債 5,453,880 4,486,064
買掛金 622,423 457,732
１年内返済予定長期借入金 2,244,900 1,655,120
未払金 604,178 769,970
未払費用 437,156 569,377
未払法人税等 28,026 391,717
預り金 49,051 36,769
設備関係未払金 1,315,739 571,542
その他 152,405 33,835
固定負債 6,205,295 4,400,253
長期借入金 5,948,603 4,095,162
退職給付引当金 241,492 289,891
その他 15,200 15,200
負債合計 11,659,176 8,886,318
純資産の部
株主資本 21,135,572 20,830,756
資本金 2,241,749 2,241,749
資本剰余金 3,942,349 3,967,967
資本準備金 3,942,349 3,942,349
その他資本剰余金 － 25,617
利益剰余金 15,187,940 14,775,165
利益準備金 198,568 198,568
その他利益剰余金 14,989,372 14,576,596
別途積立金 7,173,525 7,173,525
繰越利益剰余金 7,815,847 7,403,071

自己株式 △236,468 △154,126
評価・換算差額等 53,975 32,111
その他有価証券評価差額金 53,975 32,111
純資産合計 21,189,547 20,862,868
負債純資産合計 32,848,723 29,749,186
　

貸借対照表
（単位：千円）
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損益計算書

科　目 （ 2023年4月 1 日から
2024年3月31日まで ）
当事業年度

　 （ 2022年4月 1 日から
2023年3月31日まで ）

（ご参考）前事業年度

　
売上高 14,828,225 17,586,806
売上原価 11,426,668 12,168,303
売上総利益 3,401,556 5,418,502

販売費及び一般管理費 1,719,074 2,098,521
営業利益 1,682,482 3,319,981

営業外収益
受取利息 4,365 766
受取配当金 7,372 7,395
為替差益 243,390 226,506
助成金収入 53,362 5,369
受取保険金及び配当金 1,015 75
その他 32,941 342,448 17,265 257,380

営業外費用
支払利息 13,067 5,517
固定資産除却損 44,222 60,767
その他 3,953 61,243 340 66,625
経常利益 1,963,687 3,510,736
税引前当期純利益 1,963,687 3,510,736
法人税、住民税及び事業税 441,877 975,242
法人税等調整額 86,159 528,037 81,532 1,056,774
当期純利益 1,435,649 2,453,961

損益計算書
（単位：千円）
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株主資本等変動計算書

株主資本等変動計算書（2023年4月1日から2024年3月31日まで）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資　本
準備金

その他
資　本
剰余金

資　本
剰余金
合　計

利　益
準備金

その他利益剰余金 利　益
剰余金
合　計別　途

積立金
繰 越 利 益
剰 余 金

当期首残高 2,241,749 3,942,349 25,617 3,967,967 198,568 7,173,525 7,403,071 14,775,165
当期変動額
剰余金の配当 △642,824 △642,824
当期純利益 1,435,649 1,435,649
自己株式の取得
自己株式の処分 6,205 6,205
自己株式の消却 △31,823 △31,823 △172,753 △172,753
分割型の会社分割による減少 △207,296 △207,296
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － △25,617 △25,617 － － 412,775 412,775
当期末残高 2,241,749 3,942,349 － 3,942,349 198,568 7,173,525 7,815,847 15,187,940

株主資本 評価・換算差額等
純資産合計

自己株式 株主資本
合　　計

その他有価証券
評 価 差 額 金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △154,126 20,830,756 32,111 32,111 20,862,868
当期変動額
剰余金の配当 △642,824 △642,824
当期純利益 1,435,649 1,435,649
自己株式の取得 △299,907 △299,907 △299,907
自己株式の処分 12,988 19,194 19,194
自己株式の消却 204,577 － －
分割型の会社分割による減少 △207,296 △207,296
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 21,863 21,863 21,863

当期変動額合計 △82,342 304,815 21,863 21,863 326,679
当期末残高 △236,468 21,135,572 53,975 53,975 21,189,547

（単位：千円）
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連結会計監査報告

独立監査人の監査報告書

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 越 智 慶 太
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 池 田 哲 也

2024年5月10日
ニッポン高度紙工業株式会社
　取　締　役　会　　　御中

有限責任監査法人　トーマツ
　 高 松 事 務 所

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、ニッポン高度紙工業株式会社の2023年4月1日から2024年3月31
日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結
注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ニッポ
ン高度紙工業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重
要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業
倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たし
ている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することに
ある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載
内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよう
な重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本
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連結会計監査報告

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論　
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に　
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対し　
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい　
ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど　
うかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引　
や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手　
する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に　
対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並び
に監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は
阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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会計監査報告

独立監査人の監査報告書

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 越 智 慶 太
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 池 田 哲 也

2024年5月10日
ニッポン高度紙工業株式会社
　取　締　役　会　　　御中

有限責任監査法人　トーマツ
　 高 松 事 務 所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、ニッポン高度紙工業株式会社の2023年4月1日から2024年3
月31日までの第94期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並
びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算
書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法
人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することに
ある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と
計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重
要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

会計監査人の監査報告書　謄本
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会計監査報告

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立　
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査　
証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の　
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関　
連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、　
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け　
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を　
喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項　
付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、　
将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう　
かとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計　
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並び
に監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は
阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

41



2024/05/17 12:51:20 / 23073284_ニッポン高度紙工業株式会社_招集通知_電子提供措置用

監査役会監査報告

監　査　報　告　書
　当監査役会は、2023年4月1日から2024年3月31日までの第94期事業年度における取締役の職務の執行に関して、各監
査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役および監査役会の監査の方法およびその内容
（１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況および結果について報告を受けるほ

か、取締役等および会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部

門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実
施いたしました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役および使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応

じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および各工場において業務および財産の状況を調査いたしまし
た。また、子会社については、子会社の社長およびその他役員等と意思疎通および情報の交換を図り、必要に応じて
子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他株式会
社およびその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１
項および第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容および当該決議に基づき整備されている体制（内部
統制システム）について、取締役および使用人等からその構築および運用の状況について定期的に報告を受け、必要
に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証するとともに、会計監査人
からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行
が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管
理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告およびその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主
資本等変動計算書および個別注記表）およびその附属明細書ならびに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、
連結株主資本等変動計算書および連結注記表）について検討いたしました。

監査役会の監査報告書　謄本
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２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果

① 事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます｡
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません｡
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業
報告の記載内容および取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（２）計算書類およびその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法および結果は相当であると認めます。

（３）連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法および結果は相当であると認めます。

2024年5月13日

ニッポン高度紙工業株式会社　監査役会
常 勤 監 査 役 鍋 島 宣 彦
監査役（社外監査役） 斉 藤 　 章
監査役（社外監査役） 中 橋 紅 美
監査役（社外監査役） 北 岡 　 弘
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